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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
在
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一
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
倫
理
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
上
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
は
同
法
第
二
条
第
五
項
の
事
業
者
等

に
当
た
り
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
の
職
員
が
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
の
利
益
の
た
め
に
す
る
行
為
を
行
う
場
合
に
は
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
五
項
の
事
業
者
等
と
み
な
さ
れ
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
、
御
指
摘
の
職
員
に
確
認
し
た
範
囲
で
は
、
現
職
に
発
令
さ
れ
た
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
五
日
ま
で
の

間
に
、
自
己
の
飲
食
に
要
す
る
費
用
と
し
て
五
千
円
を
超
え
る
価
額
を
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
の
職
員
個
人
に
負
担
し
て
も
ら
っ

た
こ
と
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

三
、
五
、
七
及
び
十
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
秘
密
保
全
の
体
制
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
外
務
省
と
し
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

一



四
及
び
六
に
つ
い
て

ロ
シ
ア
連
邦
対
外
諜
報
庁
職
員
及
び
ロ
シ
ア
連
邦
保
安
庁
職
員
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
の
職
員
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

ロ
シ
ア
連
邦
対
外
諜
報
庁
及
び
ロ
シ
ア
連
邦
保
安
庁
は
、
諜
報
活
動
を
含
む
活
動
を
行
っ
て
い
る
機
関
で
あ
る
と
承
知
し

て
い
る
。

九
に
つ
い
て

諜
報
機
関
と
は
、
一
般
に
、
秘
匿
さ
れ
て
い
る
情
報
を
入
手
す
る
た
め
の
活
動
を
行
う
機
関
を
意
味
す
る
も
の
と
承
知
し

て
い
る
。

二


